
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

定
義

耐
震
改
修
の
定
義
に
、
一
部
の
除
却
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
等
の
見
直
し

一

都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
見
直
し

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐

震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

１

病
院
、
官
公
署
そ
の
他
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
公
益
上
必
要
な

建
築
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
（
以
下
「
耐
震
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
な
い
建
築
物
で

同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
（
そ
の
地
震
に
対
す

る
安
全
性
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
以
下
「
耐
震
不
明
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。



）
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行
わ
せ
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、

当
該
建
築
物
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
建
築
物
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項

２

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
相
当
数
の
建
築
物
が
集
合
し
、
又

は
集
合
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
を
通
過
す
る
道
路
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
（
以
下
「
建

築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
市
町
村
の
区
域
を
越
え
る
相
当
多
数
の
者

の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適

格
建
築
物
（
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
通
行
を
妨
げ
、
多
数
の
者
の
円
滑

な
避
難
を
困
難
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
第
三
の
七
に
お
い
て
「
通
行
障
害
建
築

物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断

を
行
わ
せ
、
又
は
そ
の
促
進
を
図
り
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、

当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適

格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項

（
第
五
条
関
係
）



二

市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
見
直
し

１

市
町
村
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
基
づ
き
、
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

市
町
村
耐
震
改
修
計
画
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
目
標

(1)

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

(2)

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

(3)

建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
そ
の
他
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る

(4)
安
全
性
を
確
保
し
、
又
は
そ
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
の
所
管
行
政
庁
と
の
連
携
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

(5)
３

市
町
村
は
、
２
の

に
掲
げ
る
事
項
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(2)

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等

(1)



に
限
る
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行

わ
せ
、
又
は
そ
の
促
進
を
図
り
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当

該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適

格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等

(2)
を
除
く
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修

の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に

接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項

４

市
町
村
は
、
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
三

建
築
物
の
所
有
者
が
講
ず
べ
き
措
置



一

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
の
耐
震
診
断
の
義
務

次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
以
下
「
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
は
、
当
該
要
安
全
確
認
計
画

記
載
建
築
物
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
、
次
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
所
管
行
政
庁
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

第
二
の
一
の
１
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
建
築
物

第
二
の
一
の
１
に
よ
り
都
道
府
県

耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
期
限

２

そ
の
敷
地
が
第
二
の
一
の
２
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
既
存

耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
の
一
の
２
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促

進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
期
限

３

そ
の
敷
地
が
第
二
の
二
の
３
の

に
よ
り
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
既

(1)

存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
２
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
の
二
の
３
の

に
よ
り
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
期
限

（
第
七
条
関
係
）

(1)

二

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
に
係
る
報
告
命
令
等



要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
が
一
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
に
お
け
る
、
所

管
行
政
庁
に
よ
る
報
告
命
令
等
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

三

耐
震
診
断
の
結
果
の
公
表

所
管
行
政
庁
は
、
一
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

四

通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
の
負
担

１

都
道
府
県
は
、
一
の
２
に
掲
げ
る
建
築
物
の
所
有
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
一
に
よ
り
行
わ
れ
た
耐
震
診
断

の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

市
町
村
は
、
一
の
３
に
掲
げ
る
建
築
物
の
所
有
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
一
に
よ
り
行
わ
れ
た
耐
震
診
断
の

実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

五

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
の
耐
震
改
修
の
努
力

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
は
、
耐
震
診
断
の
結
果
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
に
つ
い
て
耐
震
改
修
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

六

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
指
導
及
び
助
言
並
び
に
指
示
等

所
管
行
政
庁
は
、
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
に
対
し
、
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
耐
震
改
修
に

つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
並
び
に
指
示
が
で
き
る
も
の
と
し
、
指
示
を
受
け
た
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所

有
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

七

特
定
建
築
物
の
名
称
及
び
範
囲
の
改
正

耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
努
力
義
務
の
対
象
と
な
る
特
定
建
築
物
で
あ
っ
て
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
で
あ
る

も
の
を
除
く
も
の
を
特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
と
し
、
そ
の
対
象
に
第
二
の
一
の
２
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促

進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
建
築
物
及
び
第
二
の
二
の
３
の

又
は

に
よ
り
市
町
村
耐
震
改
修
促

(1)

(2)

進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
建
築
物
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

八

一
定
の
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
所
有
者
の
努
力
等

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
及
び
特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
以
外
の
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
所
有
者
は
、



当
該
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
耐
震
診
断
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て

耐
震
改
修
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
四

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
基
準
の
緩
和
並
び
に
認
定
に
係
る
建
築
物
の
容
積
率
及
び
建
ぺ
い
率
の
特
例

一

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
の
対
象
と
な
る
増
築
及
び
改
築
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
庁
が
、
増
築
に
よ
り
容
積
率
関
係
規
定
又
は
建
ぺ
い
率
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
と
認
め
、
耐
震
改
修
の
計
画
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
容
積
率
関
係

規
定
又
は
建
ぺ
い
率
関
係
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

第
五

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
等

一

建
築
物
の
所
有
者
は
、
所
管
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
庁
は
、
一
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
が
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

二
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
認
定
を
受
け
た
建
築
物
（
五
に
お
い
て
「
基
準
適
合
認
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
、
そ
の



敷
地
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告
等
に
、
当
該
建
築
物
が
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

四

何
人
も
、
三
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
建
築
物
、
そ
の
敷
地
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告
等
に
、
三
の
表
示
又
は

こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

所
管
行
政
庁
は
、
基
準
適
合
認
定
建
築
物
が
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
二
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

所
管
行
政
庁
は
、
五
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）

第
六

区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
等

一

区
分
所
有
建
築
物
の
管
理
者
等
は
、
所
管
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
を
行
う
必
要
が
あ
る

旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
庁
は
、
一
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
区
分
所
有
建
築
物
が
、
地
震
に
対
す
る
安

全
上
耐
震
関
係
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ



の
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

当
該
認
定
を
受
け
た
区
分
所
有
建
築
物
（
以
下
「
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
区
分
所
有

者
の
集
会
の
決
議
に
よ
り
耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
の
区
分
所
有
者
は
、
当
該
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
に
つ
い
て
耐
震
改
修
を
行
う
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

所
管
行
政
庁
は
、
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
つ
い

て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
並
び
に
指
示
が
で
き
る
も
の
と
し
、
指
示
を
受
け
た
要
耐
震
改
修
認
定
建
築
物
の
区
分
所
有
者

が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

六

所
管
行
政
庁
は
、
五
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
七

要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
の
所
有
者
の
義
務
等

一

次
に
掲
げ
る
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
緊
急
に
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
大



規
模
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
で
あ
っ
て
当
該
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築

物
に
係
る
第
三
の
一
の
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
期
限
が
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
日
以
前
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
「
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
は
、
当
該
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
に
つ
い
て

、
耐
震
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
同
月
三
十
一
日
ま
で
に
所
管
行
政
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

１

病
院
、
劇
場
、
観
覧
場
、
集
会
場
、
展
示
場
、
百
貨
店
そ
の
他
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
既
存
耐
震
不
適

格
建
築
物

２

小
学
校
、
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
地
震
の
際
の
避
難
確
保
上
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
既
存
耐
震

不
適
格
建
築
物

３

火
薬
類
、
石
油
類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
危
険
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
の
貯
蔵
場
又
は
処
理

場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
あ
る
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物

二

第
三
の
二
、
三
、
五
及
び
六
は
、
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
等
の
規
定
を
設

け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）



第
八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
九

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

附
則
第
四
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）


